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協働による地域文化政策

一演劇を事例にー

あらまし

本稿は、わが国の地域文化政策のあり方につ

いて、演劇を事例にまとめたものである。考察

にあたり、はじめに、演劇の定義や社会的効用

につぃて、先行研究をふまえながらまとめた。

次に、演劇の振興をはかるうえで重要な役割を

果たすこととなる行政と劇団については、いず

れも筆者の活動フィールドであることから、そ

の現状の整理と課題の析出に多くの分量を割い

た。そのうえで、地域文化政策のあり方を提示

した。

本稿では地域文化政策を論じるうぇで協働と

いう概念を採用しており、協働する主体を「行

政」「劇団」「アートNPO」「企業」の4つとした。

また、協働のあり方については、それぞれが他

の協働主体に対し、どのようなコンテンツを提

供することが必要かという観点から論じた。特

に、行政や劇団、アートNP0については、アウ

トリーチとよばれる活動に焦点を当て、そのう

えで協働主体としてのあり方を提示した。その

際、筆者みずからが参加した関連活動における

事例をいくつか紹介した。最後に、 4者が協働

による地域文化政策において果たすべき役割

を、主体間の相互作用も含めて明らかにしたう

えで、今後の展望と課題を示した。

本稿は2009年6月27日、 28日両日に、大阪市

立大学にて開催された日本演劇学会全国大会に

おいて、筆者がおこなった研究発表(小山、

2009)に大幅な加筆修正を加えたものである。

小山 健
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はじめに

人は誰であれ、社会との関わりをなくして生

きてぃくことはできない。逆にいえぱ、人は社

会との関イ系性のなかで生かされている。当然な

がら、そのなかで個人の意思は、多かれ少なか

れ何らかの抑圧を受ける。例えば、官公庁や企

業といった職場という社会に身を置くとき、集

団行動の規範や慣習を維持する前提として、構

成員には協調性が要請される。また、集団での

意思決定には多数決などの妥結手段が用いられ

るが、この場合、少数派の意見は基本的に意志

决定の内容には反映されない。協調性に乏しい、

あるいは意志の強い者は、しばしば集団からマ

イノリティとして扱われ、相対的に強い抑圧の

もとにおかれることとなる。しかし、今日では

多数派の意見に与している者でさえも、抑圧の

もとでの意思決定を強要されている。長引く不

況が従来の景気循環論を前提とする一過性のも

のではないことが判りつつある昨今、マスコミ

において100年に 1度の大不況といわれるよう

に、わが国の経済の先行きは依然、不透明なま

まである。その影響から、雇用情勢も一向に好

転の兆しを見せていない。このような状況下に

おいて職を失うということは人々にとって致命

的であり、労働者は使用者との関係において絶

対劣位を強いられることとなる。その結果、職

場という社会における個人の意思決定は自己目

的化し、集団からの疎外を免れるための内股膏

薬的な意思決定を下すことに、個人が必ずしも

罪悪感を抱かなくなってしまっていると想定さ

れる。

演劇という芸術は、人々のそういった抑圧を

解放する場として機能することがある。演劇と
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は、主として生身の俳優による演技を通して、

何らかのストーリーやテーマなどを、同じ場に

いる観客に対しりアルタイムに提示する表現の

ことである。主として、と記したのは、例えば

人形劇や紙芝居も演劇の範疇に含まれるから

だ。脚本における登場人物はノンフィクション

でない限り観念的な存在でしかないが、それを

役者自身が演じることで一時的に顕在化し、観

客の五感にふれるかたちで提示することで演劇

は成立する。

では、その演劇を通じて日頃の抑圧を、言い

換えれぱストレスを解放するとはどういうこと

か。単純に大声で叫ぶだけでも、ストレスの解

消にはつながるだろう。それだけにとどまらな

い演劇の魅力とは何か。ひとつは、演目と俳優

の双方に公的価値が付加されることだ。公的価

値とは、観客から与えられる評価のことである。

個人の力量だけでなく集団としての調和も求め

られる点は、演劇の厳しさであり、魅力でもあ

る。また演劇は、俳優のキャラクターのつくり

方や表情、心の機微といった一見「役づくり」

か「素」なのか必ずしも判別がつかない、かな

リヒューマンな部分まで評価されることがあ

る。なかには辛錬で否定的な評価もあるが、逆

に肯定的な評価を得られた場合、俳優は日常生

活では得がたい喜びを得ることとなる。これは

演劇ならではの厳しさであり、魅力である。ま

た、俳優自身が共感できる、あるいは全く共感

できない役柄を演じる場合、個々の持つ演技力

以外の要素,が反映されやすく、感情移入も容易

となる。結果、役者の演技はよりダイナミック

に、観客にはよりりアルにメッセージが届くこ

ととなる。これも演劇ならではの魅力である。

演劇は、ストレスの発散という単なる自己目的

を超えた次元で、自己実現を可能にする芸術で

ある。

演劇が個人や社会にもたらす効用について

は、社団法人日本演劇興行協会のホームページ

において、以下の3つが示されている。まず1

つめは、「演技すること」の効用である。自分

でない別の人を演じることによって、自分でな

い他人のありょうを想像してみる。このことは、
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自分以外ヘの視野をひろげ、他者ヘの想像力や

思いやりの力を育むことにつながる。 2つめは、

「戯曲を読むこと」の効用である。演技をしな

くても、戲曲を読み、場面の状況、登場する人

物の人間像、台詞の意味を考えることで、人と

人との関係の中で人問が存在していることを効

果的に学ぶことができる。さらに、日本語能力

や創作能力が飛躍的に高まることが期待でき

る。正しい日本語論がかまびすしい現代におい

て、日本語能力の向上は演劇が果たす社会的使

命のひとつと位置づけて良いだろう。 3つめは、

「集団創作すること」の効用である。ひとつの

演劇をつくり上げるには大道具係、小道具係、

衣装係、照明係、演出等のスタッフ、そして俳

優といったさまざまパートが必要で、自分の適

性にあったパートを各自が見つけることがで

き、違った能力や1固性をもつ人が、皆で力を合

わせることによってーつのことを成し遂げる。

こういった経.験は、多くの人たちとの和合によ

り社会をつくり上げてゆくよい訓練となる。こ

のような演劇の効用は、美術、音楽、書道など

既に義務教育の中に取り入れられている芸術に

まさるとも劣らないものであり、また、さまざ

まな分野における「ひとづくり」に寄与するも

のである。

本稿の目的は演劇を事例に、地域文化政策.に

おいて協働主体が果たすべき役割を、主体間の

相互作用も含めて明らかにすることである。本

章では演劇の定義や魅力、効用についてまとめ

たが、第2章と第3章ではこれらを第4章以降

へと接続する前段階として、協働主体のひとつ

である行政と劇団についてとりあげ、両者の現

状の整理と課題の析出をおこなうこととする。

,例えぱ、個人の人間関係を含む社会における人生観がそうだ。しかし当然ながら、俳優は必ずしも希望の配役を演じられるわ

けではない。それは単に確率の問題だけではなく、演技力、さらには創作者の噌好も加味されるためだ。

.地域文化政策には、「地域における文化政策」のほかに「地域文化の振興政策」という解釈をする向きもあるが、本稿では前者

を念頭に考察している。

2 文化行政をとりまく環境

2,1

本章では、これまでの文化行政における取り

組みを国、地方それぞれの観点から考察し、そ

の現状と課題を明らかにしながら、第4章で論

文化芸術振興基本法と演劇の現状



じる地域文化政策に接続していくこととする。

本節では文化行政について、根拠法と統計調査

をもとに考察をおこなった。具体的には、わが

国における文化芸術振興の方向性を指し示す初

めての法律となった「文化芸術振興基本法Uと、

内閣府大臣官房政府広穀室が不定期でおこなっ

てぃる「文化に関する世論調査」の概要を追っ

ている。

文化芸術振興基本法は2001年12月、議員立法

により成立した。同法は国家レベルで「文化」

の位置づけが示された初めての法律であり、文

化芸術振興における基本理念や施策の基本事項

を定めている。また同法は、文化芸術振興を国、

地方双方の責務と明示している。

では、同法の条文を追い、その概要を追って

いくこととする。まず、前文附則において、文

化芸術は「心豊かな社会を形成するもの」と定

義している一方、「現状をみるに、経済的な豊

かさの中にありながら、文化芸術がその役割を

果たすことができるような基盤の整備および環

境の形成は十分な状態にあるとはいえない。」

とし、また「独創性のある新たな文化芸術の創

造を促進することは、我々に課された緊要な課

題」であるとしている。また、第2条第3項に

おいて、「文化芸術を創造し、享受することが

人々の生まれながらの権利である」としており、

第3条と第4条において国と地方公共団体が積

協働による地域文化政策

極的に文化や芸術の振興支援策を講じることを

義務付けている。

しかし一方で、肝心の芸術家や舞台芸術関係

者のほとんどが同法の内容を、またはそれ自体

を知らないままである(安藤・井関、 2003)と

指摘されている。これは、同法を具体化する条

例の制定が地方自治体において進展していない

ことが要因と考えられず。国の法律であり、国

策として文化芸術振興の方向性を指し示す条文

が中心となってぃる点に鑑みても、同法の積極

的な活用をめざす条例の制定が全国各地で待た

れるところである。

次に、社会における演劇の現状についてふれ

ておこう。まず、演劇が地域社会の日常に浸透

してぃないという点は、関係者も含めて異論の

ないところである。演劇人という、何かしら特

別な響きの言葉の存在が、それを端的にあらわ

してぃる。内閤府大臣官房政府広報室が2003年

に実施した「文化に関する世論調査」によると、

演劇は鑑賞経'験者に対する創作経験者の割合が

他の芸術と比ベかなり低いことが明らかになっ

ている'(表D。この要因としては、演劇が知

力や体力、精神力といった個々のスキルだけで

なく、集団としての調和や質も問われる総合芸

術であり、それゆえに観客の鑑賞に堪えるだけ

の完成度にまで高めることが非常に難しい芸術

であるという点があげられる。また、そういっ
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鑑賞経験

鑑賞経験者に対する
創作経験者の割合

創作経験

演劇・演芸

表1

,同法は第7条において、「政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な

方針を定めなけれぱならない。」としてぃる。これを受けて平成14年に第1次基本方針、平成19年2月には第2次基本方針が閣
議決定された。これらはいずれも向こう5年間の見通しを策定したものであり、策定後の諸情勢の変化や文化芸術施策の進展
などを踏まえて、見直しがおこなわれることとなっている。

'文化芸術振興基本法が制定された平成B年度以降に文化芸術関連条例を制定した地方公共団体は、平成19年7月1日現在、Ⅱ都
道府県、 4市町村となっており、平成21年6月1日現在の総数(47都道府県、1775市町村)と比較しても決して活発な状況でな
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た難しい芸術であるにもかかわらず、文化行政

や劇団などの演劇関係者が地域住民をその担い

手として育成することに対し、これまであまり

関心を向けてこなかった点も要因である。これ

は、「文化芸術がその役割を果たすことができ

るような基盤の整備および環境の形成は十分な

状態にあるとはいえない。」としている文化芸

術振興基本法前文附則の内容と合致している。

この問題の解決手段については次節以降、アウ

トリーチという概念を用いて、筆者の参加した

事例も交えながら検討していくこととする。

小山

2.2

健一

前節では、「文化芸術振興基本法」と内閣府

による「文化に関する世論調査」をもとに、わ

が国の文化芸術をとりまく現状と課題につい

て、演劇と関連づけながら論じた。本節では考

察の場を地方に移し、文化ホールなどの公立文

化施設'におけるこれまでの事業展開について

考察する。

公立文化施設のソフト事業として良く知られ

ているのは、「貸し館」と「自主事業」である。

貸し館とは、文化芸術活動をおこなう個人や団

体に発表の場や稽古スペースを賃貸することで

ある。自主事業とは、公立文化施設が行政によ

り付された予算または事業収入の範囲内でおこ

なう事業のことで、アーティストの招致はその

一例である。

ここで、公立文化施設の使命について考えて

みたい。そもそも、公立文化施設の使命とは何

か。それは、ル伽或の文化芸術振興に寄与する」

ことである。では、貸し館と自主事業は、その

使命を果たすうえで十分なものといえるだろう

か。貸し館は、既に文化活動をおこなっている

人たちが利用するものであり、これから文化活

動を始めたいと考えている人が利用するもので

はない。創造活動をおこなう人、鑑賞する人、

またはサポートスタッフといったかたちで文化

芸術に関わる人が相対的に増加することを振興

の一側面と仮定した場合、貸し館単体では前述

公立文化施設の事業

の使命を果たすものとして不十分である。また、

自主事業におけるアーティストのライブでは、

市民は鑑賞者として文化芸術を「享受」する側

にとどまる。前節でも引用したが、文化芸術振

興基本法第2条第3項において「文化芸術を創

造し、享受することが人々の生まれながらの権

利」とあるように、文化芸術振興には「創造」

と「享受」の2つの側面がある。したがって、

自主事業におけるアーティストの招致単体で

も、公立文化施設の使命を十分に果たしえない

ことになる。では、文化芸術の「創造」を促す

ために、公立文化施設はいったい何をするべき

か。

公立文化施設がその使命を全うするために

は、市民をアマチュア芸術家として育成する必

要がある。これは「広く国民が自主的に文化芸

術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造す

る機会の充実を図る」とした文化芸術振興基本

法第21条の趣旨と合致するものであり、アマ

チュア芸術家の育成はいわぱ公立文化施設に課

された自明の義務である。地域住民の潜在需要,

を喚起することがアマチュア芸術家の育成につ

ながり、育成がホールや稽古スペースの継続的

な利用につながる。そして、それが貸し館をは

じめとする事業収入の増加にもつながるのであ

る。

近年、人材育成型ワークショップを実施する

公立文化施設は増加し、それ自体は決して珍し

いものではなくなっている。しかし、これは指

定管理者制度や公益法人改革の進展に伴い、経

済性などの民問のノウハウを公立文化施設にも

導入する動きが高まっていることが少なからず

影響している。文化を経1斉陛という指標で推し

図ることについては意見の分かれるところだ

が、少なくとも人材育成事業は公立文化施設の

使命であり、これを放棄した経1斉陛のみの追求

は本末転倒であるといっておかなければならな

し、

ただ、演劇関連の人材育成を考えた場合、照

明や音響といった裏方の育成はプロパー職員で

可能だが、俳優の育成については公立文化施設

単独では困難である。そこで演劇集団である劇

'本稿では、演劇を事例に「協働による地域文化政策」のあり方を提示するという趣旨から、行政が所有する公立文化施設を考

察の対象としている。民問の文化ホールは必ずしも自治体単位で存在せず、また市場原理が厳格に適用されるなど公立文化ホー

ルとは性格が大きく異なるため、考察の対象外とした。

,内容については、次章でふれることとする。



団との協働が必要となるわけだが、次節では公

立文化施設と芸術家の協働について「アウト

リーチ」という概念を念頭に、筆者の参加した

事例も交えながら検討することとする。

2.3

本節では、公立文化施設がいかにして「地域

の文化芸術振興ヘの寄与」という使命を果たし

てぃくべきかにつぃて、アウトリーチという観

点から考察した。アウトリーチという手法につ

いては、次章でも引き続きとりあげる。

アウトリーチ(outre即h)とは、人々の芸術

に対する潜在的な二ーズや関心を喚起すること

で、日本では「芸術普及活動」と訳される。具

体的には、アーティストや愛好家、芸術文化に

たずさわる人々が関係者の枠を超え、日頃あま

リアートにふれる機会がない人や、特に関心が

ない人に対して、何らかの働きかけをおこなう

ことである。教育や福祉の場に出向いての活動

や、ワークショップや共同卸Ⅱ乍といった体.験型

プログラムなど、人々とアートの接点のつくり

方はさまざまである。その類型については吉本

(2008)に詳しく、表2 のとおりである。演劇

であれば、公開稽古や演技指導、バックステー

公立文化施設によるアウドノーチ

協働による地域文化政策

ジッアーやポストパフォーマンストークといっ

たものがあげられる。形態としては、行政主催

のワークショップに劇作家や演出家、俳優が参

加するといったものがもっとも一般的である。

公立文化施設によるアウトリーチの好例が、

京都市が所有する「京都芸術センター」(京都

市中京区、図D の運営システムだ。同センター

は、財団法人京都市芸術文化協会が指定管理者

として管理・運営をおこなっている。詳細は松

本(2005)に詳しいが、京都芸術センターでは

稽古スペースを無料で貸し出す条件として、利

用者である芸術家に市民向けのワークシヨツプ

を無料で実施することを義務づけている。行政

は芸術家の力を借りてアウトリーチをおこな

い、芸術家は文化芸術振興の一端を担うことで、

その見返りに稽古スペースを無料で使用できる

というもので、公立文化施設と芸術家のあいだ

で理想的な協働が成立している。

いまひとつの好例は、筆者が現在、実行委員

として参加している「Kyot0演劇フェスティバ
ル」である(図2)。同フェスティバルは京都

府下最大の演劇の祭典で、毎年2月に京都府立

文化芸術会館を会場に開催される。2009年の開

催で30回目を迎えた、四半世紀にもおよぶ歴史

を有する由緒あるフェスティバルである。主催

は京都府、財団法人京都文化財団、 Kyot0演劇
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アウトリーチの類型

呼び込み型アウトリーチ

表2 アウトリーチの類型とその概要

お届け型アウトリーチ

劇場やホール、美術館などの文化施設に足を運んでもらうことを目的とし、
不特定多数の市民を対象に、文化施設の側から何らかの働きかけをするこ
とで、市民をプログラムや文化施設に引きつけるような事業。バックステ
ージッアー(劇場の舞台機構などの見学)、ギャラリートーク(解説付きの
展覧会鑑賞)、ポストパフォーマンストーク(終演後の俳優やタンサー、演
出家などのトークショー)、レクチャー・コンサート、親子プラグラムなど。

ハ'りアフリー型アウトリーチ

地域の様々な施設や団体と連携・協働して、文化施設の外に芸術活動を届
ける事業。アーティストの派遣先は、学校や福祉施設がポピュラーであるが、
それ以外にも病院や図書館、公民館、市庁舎、神社仏閣など様々で、中に
は市町村議会の議場を会場にして、議長や議員の座席に市民が観客として
座って議場コンサートを行う例などもある。学校で行われるアウトリーチ

の場合、従来の学校公演と異なるのは、音楽教室などの小さな空間で、目
の前でナマの演奏に触れられるような設定になっている点である。

概要

障がい者や高齢者など、ライブの芸術に触れたくても触れられない市民を
対象にした事業。ハード面のハ'りアフリーではなく、イヤホンガイドや手
話サービスなどを活用して、視覚や聴覚に障がいを持つ市民が、演劇や夕
ンスを鑑賞したり、タッチスカルプチャー(触れて鑑賞できる彫刻)で美
術を鑑賞したりできるようにするのが、その代表例といえる。

出典:吉本(2008)
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フェスティバル実行委員会の3者だ。同フェス

ティバルでは公演形態に応じて6つのプログラ

ム.を用意しているが、ここではアウトリーチの

要素を多分に含んだ2つのプログラムにつぃて

紹介する。

まず1つめは、短編作品の競演企画「シアター

バイキング,」だ。観客が一度に多くの劇団の公

演を、さまざまなジャンルの演劇を鑑賞するこ

とで、演劇全体ヘの幅広い理解を深めてもらう

ことを目的としたプログラムであり川、上演時

図2 Kyot0演劇フェスティバル(筆者撮影)

.第30回は「公募公演・児童青少年音閏別「公募公演・一般吾閉別「ロビープログラム」「シアターハ'イキング」「朗読劇」の5つの
プログラムで実施された。なお、これとは別に「平日単独公演枠」が存在するが、同回では応募がなかったため実施されなかった。

0一度に少しずつ、たくさ人のものを味わうことができるバイキング形式の料理から想起されたネーミングである。
Ⅲ第30回では1人芝居から狂言、さらにはプロレスといった幅広い要素を含んだ多彩な演目が上演された。
"応募された題材をもとに、実行委員会により選任された脚本家によって脚本が構成される。

間は1団体30分以内となっている。第30回では、

シアターバイキングの全演目を鑑賞した観客

と、公募で集まったⅡ名の府民審査員に投票権

を付したコンクール制を導入し、演じ手からの

一方通行にとどまらない観客参加型のプログラ

ムとなった。

2つめは、特別企画として実施している隙月

読底明だ。このプログラムの最大の特徴は出演

者を個人単位で公募し、なおかつ脚本の題材も

一般公募している点である"。つまり、どこか

琴'遷

~ 5 コΞ五

才

P5



の劇団に所属していることが参加の前提条件と

なる他のプログラムに対し、この朗読劇は特定

の劇団に所属していなくとも、また演劇全体の

制作に直接かかわらなくても脚本の題材の提供

というかたちで間接的にフェスティバルに参加

できるのである。事実、このプログラムには演

劇未経'験者や1人での応募もあり、演劇文化の

裾野を広げるうえで一定の役割を果たしてい

る。

本節では、「京都芸術センター」と「Kyot0演

劇フェスティバル」という2つの事例をもとに、

アウトリーチの具体的な内容を追った。アウト

リーチには、潜在需要を喚起する効果がある。

これにつぃては、次章でも改めてふれることと

する。

協働による地域文化政策

た友人との疎遠や将来ヘの漠然とした不安、ま

た家族からの心配と常に隣り合わせの状態での

活動を余儀なくされることから、就職や結婚、

あるいは出産を機に演劇から離れていくことも

少なくないn。また、団員は観客以外の社会と

の接点が少なく、みずからの活動を社会的に価

値のあるものに昇華しようという発想や機会に

乏しい。「芸術は創造されても、自己の人生は

創造されない」(佐々木、 2006)のである。

2つめは、社会人が中心となって構成される

「社会人劇団」だ。団員の多くが正規雇用労働

者として日頃から社会のさまざまな組織と接点

をもっており、これらとのネットワークを活か

したコラボレーションを展開することが比較的

容易であるなど、みずからの活動に社会的価値

を付加する契機に恵まれている。また、劇団員

それぞれが社会に対し普段から高い問題意識を

持たざるを得ない環境にあり、演劇を通じて社

会的なメッセージを発信しようとする気概にも

富んでいる。当然ながら、フリーター劇団と比

較した場合、潤沢な資金繰りが可能であること

も利点である。しかし、劇団員は普段の仕事以

外にも家事や育児、人によっては家族の介護や

職場での慢性的残業といった時問的な制約が多

いため、実際には高いモチベーシヨンを演慮川こ

組み込んで社会に発信するチャンスに乏しいと

いうのが現実である。そのため、肝心の作品に

クオリティーが伴わず、創拘手だけが楽しんで

いるようなサークル的活動にとどまってしまう

ことが大いに懸念される。

以上のような特徴を有する両者であるが、協

働主体としては後者のほうが妥当であると思わ

れる。しかし、両者とも代表者が高い社会意識

と強力なインセンティブをもって統率している

劇団は、行政との協働や自前のワークシヨツプ

の開催、さらには大学講師やアートNP0の職員

として活動するなど、演劇を社会的価値のある

ものに高めるための努力をおこなっている。ま

た、そのような活動のなかから、演劇とは直接

関連しない組織と独自のネットワークを形成す

るチャンスをみずから生み出している。

次節では、前章で提示したアウトリーチとい

う概念を再び用い、なぜ演劇にアウトリーチが

必要なのかについて、筆者の活動フィールドに

おける事例も交えながら検証する。

3.劇団をとりまく現状

3.1

本章では、本稿における協働主体のひとつで

ある劇団の種類や特徴、課題について考察する。

また、劇団の社会的使命について、再びアウト

リーチの根死念を用いて接近する。

劇団とは、舞台演劇を活動の主とする団体で

ある。ただし本稿で取り上げる劇団は、構成員

が主たる収入を演劇活動以外から得て生計を立

ててぃる、いわゆるアマチュア劇団を想定して

おり、プロ劇団は考察の対象外としている。プ

口劇団を対象外としたのは、基本的に赤字興業

が許されず、集客の見込める都市部での公演が

中心となるといった性格から、本稿で提起する

協働主体とは必ずしもなり得ないからである。

アマチュア劇団といっても形態はさまざまだ

が、団員の属性によって以下の2種類に大別で

きる。

1つめは、フリーターが中心となって構成さ

れる「フリーター劇団」だ。おもに学生演劇の

延長で就職をせず、アルバイトなどの非正規雇

用労働者として働きながら演劇活動を続ける人

たちが中心となって構成されている。演劇自体

は、時間の豊富な学生時代に培ったスキルと若

さを活かした挑戦的、かつ野心的な作品をつく

るといった特徴がある。一方で、社会人となっ

現状における劇団の課題
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3.2

劇団は動員拡大や社会問題とのコミットと

いったさまざまな目的でアウトリーチをおこな

うが、そういった活動を展開する劇団自体はま

だ少ない。しかし、旧態依然なスタンスで芸術

的方向性ば力由に固執し、活動の光明を文化行

政による一方的な庇護にばかりに期待している

と、文化行政の方向転換によって直ちに活動が

窮地に追い込まれる可能性もある。その意味で

も、アウトリーチを通じて、演劇の持つポテン

シャルの社会的有用性Bを実証する活動を展開

していくことが望ましい。

演劇創作に関するスキルは、文化行政など他

の主体では十分には持ち得ないものである。第

1章でも述ベたように、演劇は知力、体力、精

神力のすべてを'駆使しなければならず、初心者

が取りかかる芸術としては難しい部類に入る。

劇団はそのスキルを単独で、あるいは協働とい

うかたちで演劇に関心のある地域住民に広く開

放することで、みずからの活動に社会的有用性

を付加していく必要がある。

京都で創業以来約400年続く京唐紙の老舗「唐

長」のⅡ代目当主の千田堅吉は、芸術家につぃ

て、以下のように述ベている。「芸術を勉強し

ている人は、その専門の道を突き進むのも良い

ですが、実際<つくる>作業しかできないので

は将来困る。つくってそれを<売る>という過

程を経てはじめて芸術で生きていけるのですか

ら。しかし、芸術を専門とする人たちは経営に

疎い人が多い。」「1つの作品にこだわって、時

間も費用もかけて取り組むのが芸術を専門とす

る人の特徴として挙げられます。それ自体は悪

いことではありませんが、時にはく与えられた

時間内でモノをつくる>という老えをもたねば

なりません。経営を身につけていればこの考え

はすんなり飲み込めますが、そうでなければ話

がなかなか合わないのです。」千田の指摘は示

唆に富んだものであり、演劇関係者にとっては

耳の痛いところであろう。

行政には国、地方を問わず必ず文化担当の部

署があること、さらには文化芸術振興基本法が

制定されたことからもわかるように、文化芸術

振興とは本来、公的あるいは社会的なサポート

劇団によるアウトリーチ
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を要するものである。したがって、劇団として

もアウトリーチを通じてそのスキルを解放し、

みずからの手で社会的に有用なコンテンツを提

示しながら、文化行政その他の主体と協働して

いくことが求められる。1990年代後半以降、全

国の公立文化施設が自主事業としてワーク

ショップなどのアウトリーチ型プログラムを採

用するようになったことについて、安藤・井関

(2003、 P.37)は、「演出家や俳優にとっては、
安定した収入が得られるチャンスが来ている」

としたうえで、「単に収入の道と見るのではな

く、舞台芸術の社会性の認知と見るべきである。

従来、自己表現の達成ば力山にこだわってきた

人々も自らの社会的存在の価値について考える

絶好の機会である。」と述ベ、演劇の社会的有

用性について言及している。

では、筆者が所属する劇団「花形文化劇場」

における事例を用いて、劇団によるアウトリー

チ活動の意義と重要性を改めて検証していく。

花形文化劇場は京都府の北部に位置する綾部市

で活動している社会人劇団で、団員は2009年9

月現在18名(男性Ⅱ名、女性 9 名)である。

1993年に活動を開始し、 2009年までに 7本の本

公演と2本の番外公演、 3本の短編公演をおこ

なっている。本節ではそのなかから、劇団が主

体的に文化芸術振興の担い手となるべく試行し

た第7回公演の「市民参加型演劇」について紹

介する。

2008年、花形文化劇場は府民による自主的な

まちづくりの活動を後方支援する「京都府地域

力再生プロジェクト支援交付金事業」の公募に

際し、地域の文化芸術振興の一翼を担うアマ

チュア芸術家の育成を目的に、出演者を一般公

募で募る「市民参加型演劇」で応募し、採択を

受けた。総事業贊は93万円で、京都府、財団法

人全国市町村振興協会、花形文化劇場の3者が

各3分の1ずつ負担した。劇団のホームページ

や地域のミ ニコミi志 コミュニテイサイト"、

「mixi」などで綾部市民を中心に参加者を募っ

た結果、 5名の参加者を得ることができた。参

加者の動機は「今までずっとやりたいと思って

いた」「以前やっていたが、しばらく遠ざかっ

ていた」「こんな身近に劇団があることを知ら

なかった」とさまざまであったが、これによっ

て演劇に対する潜在需要の存在が明らかになっ

B 詳しくは次章でふれている。
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た。花形文化劇場ではこの5名とともに、 2008

年9月から約半年間にわたって稽古をおこなっ

た。

そして2009年3月、綾部市中央公民館中央

ホールにおいて第7回公演・市民参加型演劇「天

国の扉」を上演した(図3)。公演は全2回で、

合計365名の観客を集め、会場で実施したアン

ケートでも70%以上の観客から「大変良かった」

との回答を得られ、成功を収めた。この5名は

公演終了後も全員が週に1度の稽古に参加して

おり、うち 1名が脚本の執筆を始めるなど、交

付金事業の趣旨にかなった動きを着々と進めて

いる。また、この5名はチケット総売り上げ枚

委女365枚のうち100枚強を売り上げ、公演だけで

なくマネジメント面においても大いに貢献し

た。この事例は劇団がアウトリーチ活動を通じ

て、アマチュア芸術家の育成と劇団のマネジメ

ントを両立させること、そして外部団体との協

働が、問接的に劇団の活動にも大きな利益をも

たらすことを実証している。

しかし、文化芸術振興という観点から考える

と、劇団によるアウトリーチが継続して地域社

会に影響を及ぼすかどうかが、今回の市民参加

型演劇が成功か否かをはかるもうひとつの指標

となる。つまり、これから地域に向かって次に

何を発信していくかが非常に重要となるのであ

る。これにつぃては、別の機会に二次報告をお

こなうこととしたい。次章では、前章と本章を

もとに、協働による地域文化政策のあり方につ

図3

(出典

市民参加型演劇「天国の扉」

「花形文化劇場」ウェブサイト)
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いて提起する。

4.協働による地域文化政策における参加
主体の役割

4.1 協働の定義

冒頭でも述ベたが、本稿では、地域文化政策

のあり方を提示するにあたって、協働という概

念を採用している。協働とは、アメリカ・イン

ディアナ大学教授のヴィンセント・オストロム

が1977年に発表した著書C0形Pαガπg urhαπ

Service Deh'very syste形Sのなかで提示した概念
(荒木、 1990)であり、英語では"coproduction"
"C0Ⅱaboration"と表記される。特に後者は、近

年のわが国においてもなかぱ母国語のように使

われており、これを和訳したものが恊働とよば

れてぃる。英語で"CO、"が「共同の、共通の」

という意味をもつことからもわかるとおり、複

数の主体が何らかの目標を共有し、ともに力を

合わせて活動することを協働という。そして、

まちづくりにおける協働とは、行政あるいは市

民だけでは解決できない問題に対し、複数の参

加主体が利点を持ち寄り、また不足を補いあう

かたちで課題解決に向けて取り組むことであ

る。

協働は近年のわが国の地方行政において、新

しいまちづくりのあり方として大きな注目を集

艇
;
写
一
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めており、全国の自治体で協働を意識したさま

ざまなまちづくりが展開されている。特に、よ

り良いサービスの供給や行政運営の効率化が図

れると見込まれる場合は、この手法が好まれる。

本稿では文化政策における協働の主体を行政、

劇団、アートNPO、企業の4つとしているN。た

だし、地域の一員という意味では、いずれも「市

民」と換言することができる巧。そしてこれら

市民は責任、行動などの面において「相互に対

等」でなけれぱならない。これこそ力汁捌動の本

義であり、本稿における協働はこの定義に基づ

いている。

小山 健一

4.2

次に、本稿で採用する文化政策の定義を明ら

かにしておきたい。文化政策とは、端的には芸

術・文化を対象とする公共政策である。

では、「文化行政」と「文化政策」の違いは

何か。根木(2005)は文化政策について、責任

の所在を明確にするという趣旨からその主体を

行政のみとしており、文化政策と文化行政は同

義であるとしている。しかし古賀(2008)は、

文化政策は公共政策の幅広い領域のなかでも先

.駆的な分野であり、協働の実験場であるとの観

点から、行政の裁量によってサービスの内容が

決定されることになりかねない「文化行政」で

はなく、市民やNPO、企業といった多様な担い

手の参加を前提とする「文化政策」が展開され

ることが適切であると述ベている。そこで、本

稿では古賀の定義を援用し、本稿における文化

行政および文化政策を以下のように定義する。

文化行政とは、行政以外の関係者が主体では

なく客体として参加Mするものである。行政が

特定の公共課題を解決するために任意で設置す

る審議会はその好例である。審議会のメンバー

は地元商工会員や民間有識者などで構成される

が、審議会の答申をまちづくりの意思決定要素

として取り入れるか否かは行政の自由意思に委

ねられている。また、人選については行政の窓

意が排除できず、自治体によってはどの審議会

も同じような顔触れで構成されることもある。

したがって、審議会は行政自身にお墨付きを与

えるだけの形式的な機関となりゃすく、まちづ

くりを担う機関として実質的に機能するか否か

も、行政の白由意思に大きく左右される。審議

会という名称を含まない類似の組織についても

同様であり、いわゆる「権限の留保」が文化行

政の大きな特徴である。

それに対し、文化政策は多様な担い手の参加

を前提(古賀、 2008)とし、なおかつ責任、行

動などの面において協働主体が相互に対等であ

ることもあわせて前提とするものである。この

2つの前提は、前節で述ベた協働の定義と高い

親和性を有するものであり、本稿ではこれを文

化政策と定義する。本章で展開する「協働によ

る地域文化政策」は、この立場に拠るものであ

る。

次節からは、け矧動による地域文化政策」に

ついて、行政、劇団、アートNPO、企業の4つ

を協働主体と想定し、主体間の相互作用も含め

ながら、それぞれの果たすべき役割について検

討する。

文化政策の定義

"劇団を協働の主体のひとつと位置付けていることからもわかるように、本稿で述ベる文化政策には演劇ならではの要素も多分

に含まれている。したがって、本稿で述ベることのすべてが、必ずしも文化政策全般に援用できるとは限らない。

"例えぱ、「企業市民」(00印0皿tecit記enship)という考え方がある。これは、企業も個人と同様に社会を構成する一員であり、社
会に対して大きな影響力を持つ企業は、貧困や福祉、教育等の社会の課題解決に向け「良き市民」として積極的に取り組むべ

きであるとするものである。

再前述の古賀(200幻の意図する「参加」とは趣旨の異なるものである。詳しくは後述する。

4.3

いうまでもなく、行政は文化政策の主体のひ

とつである。名称はさまざまだが、全国どの地

方自治体にも文化担当の部署がある。言い換え

れぱ、行政を主体から外せば「政策」ではなく

なってしまう。当然ながら、文化政策における

行政の果たすべき役割は大きく、それは何も予

算措置のみにとどまらない。

協働における行政の役割のひとつは、他の主

体に対し、有形無形の社会的信用を付与するこ

とである。なぜなら、行政によるお墨付きは劇

団やアートNPO、企業が地域社会において活動

する際に、公的なファクターの担い手であるこ

との裏付けとなるからである。特に、劇団はアー

トNP0や企業と比ベ社会的使命が明確でない

行政の役割



分、地域社会からは協働主体として認識されに

くぃことが想定される。そのため、行政による

社会的信用の付与は、他の主体がまちづくりに

主体的に関わる機運を高めるうぇで、大きな意

味をもつこととなる。

また、これまでに行政と劇団が緊密な関係で

まちづくりをおこなった事例をみると、首長の

インセンティブが大きな影響を及ぼしているこ

とが確認できる。衛・本杉(2000)に詳しいが、

「兵庫県立ピッコロシアター」や「しいの実シ

アター」の事例がそうだ。これは、行政以外の

主体による首長ヘの直接的な働きかけが、各主

体の企画を政策レベルで実現する可能性を高め

ることを示唆している。東議を前提とする行政

の担当部署を介さないことで、度重なる照会を

回避できるといった利点もあるだろう。無論、

働きかける側には、首長を納得させるだけの説

得力のある企画を用意することが求められる。

文化芸術振興基本法を具体化する条例を制定

することも重要となる。文化芸術関連条例の制

定状況については第2章でふれたが、条例を制

定し、法的根拠を明確にすることで、協働主体

すべてがみずからの役割を考え、行動する契機

を与えることとなり、協働の道筋が立てやすく

なるからだ。

一方で、行政の側から協働を推進する場合は、

以下の2点に留意しなけれぱならない。 1点目

は、恊働におけるみずからの立ち位置を明らか

にすることである。つまり、何をめざし、何を

やり、何を分かち合うのか、そのためにどのよ

うなパートナーシップを構築すべきかを明示す

る必要がある。行政が主体的に推進する協働は

「仕事の丸投げ」や「財政難を背景にした苦し

紛れのスローガン」(小山、 2008)と誤解され

る危険性を多分に孕んでいるためだ。 2点目は、

行政が協働主体として普く認識されるために

は、自己改革を要することである。前節でもふ

れたが、権限の留保を常態とする形式的な市民

参加を促すだけでは文化行政の範疇を超えるも

のではなく、協働とはいえないからだ。前節で

示した文化政策の定義に則れぱ、それは明らか

である。したがって、行政から他の主体に協働

をよびかけるのであれば責任、行動などの面に

おいて対等な関係を構築するための覚悟と素案

を示さなければならない。

協働を標袴する地方自治体が増加した背景に

協働による地域文化政策

は、財政難という事情のほか、人員カットの進

行にともない個々の仕事量が増え、過労死やう

つといった労働災害が深刻化しているという内

部的な事情もある。こういった事情は察するに

余りあるが、協働の動機としては決して十分で

はない。行政にけ矧動のパートナーを安価な労

働力とみなし、簡単な財政措置と提出文書の

チェックだけで終わらせたい」という思惑しか

なければ、まちづくりへの参加を考えている他

の主体のモチベーションを萎えさせる一因とな

リ、協働は失敗に終わるだろう。行政には、協

働の本質を見誤らないことが強く求められる。
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4.4

本章で示した4つの協働主体のうち、その主

体性がもっとも疑問視されるのが劇団であろ

う。前節でも述ベたとおり、劇団は行政やアー

トNPO、それに企業と比較した場合、その社会

的使命が明確ではない。したがって、劇団が協

働主体となるためにはみずから社会的使命を掲

げ、その一端を積極的に担っていかなければな

らなし、。

劇団はそのスキルを広く開放することで、協

働主体の一員となりうる。スキルとはもちろん、

俳優の発声練習や演技指導のほか、演劇には欠

かせない照明や音響、舞台美術などについての

指導も含まれる。しかし、劇団がこれらすべて

を白前でおこなう必要はない。第2章でもふれ

たが、近年は文化施設が主催する演劇ワーク

ショップが増加し、講師としての演劇関係者ヘ

の二ーズが高まっている。つまり、劇団がみず

からのスキルを活かした地域貢献を実現する環

境が整いつつあるのだ。

また、劇団は文化だけでなく環境や福祉、教

育といった他の公共分野の課題にも目を向けて

いく必要がある。文化とのコミツトだけでは、

活動の幅にもおのずと限界が生じるからだ。前

章で紹介したとおり、花形文化劇場の市民参加

型演劇は芸術関連の補助金ではなく、まちづく

り関連の補助金を原資におこなっている。劇団

は演劇をツールに、さまざまな切り口から公共

課題ヘのアプローチをおこない、協働主体とし

ての資質を具備していく必要がある。

ただ、劇団が存在しない地域において、演劇

劇団の役割
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への需要が生じたときのことも考えておかなけ

ればならないだろう。そのときは、第2章で述

べた公立文化施設によるアマチュア芸術家の育

成がより重要となる。プロパー職員で賄えない

分は、外部から講師を迎え入れなければならな

い。予算の裏付けが必要だが、プロのアーティ

ストの招致と比ベれぱはるかに安上がりであ

リ、協働による文化政策を標楞する自治体であ

れば、それほど高額な支出とはならないはずで

ある。また、公益法人改革の進展にともなって

事業収入や自主財源が増加すれぱ、こういった

人材育成事業に増収分を投入することも容易と

なる。

小山 健一

4.5

されている。

アートNP0も劇団同様、必ずしも行政の区画

単位で存在するわけではないので、そのような

地域において演劇ヘの需要が生じた場合のこと

も考えておかなければならない。この点につい

ては、 NP0は必ずしもアート系である必要はな

い。 NP0は環境問題の解決をめざすものや福祉

問題の解決をめざすものなど、その形態はさま

ざまである。したがって、解決をめざす課題さ

え一致すれば、こういったNP0と他の主体との

協働は決して難しくはないだろう。また、 NPO

は必ずしも行政の区画単位で活動しているわけ

ではないので、他の協働主体が広域的な視野を

もつことが重要となる。

ここでは、アートNP0の事例として、京都を

拠点に活動する「NP0法人フりンジシアタープ

ロジェクト(以下、 FTP)」を紹介する。同法人

は同じく京都を拠点に活動する「劇団衛星」が、

劇団から経営を分離し設立したものである。両

者は現在も親密な関係にあり、劇団衛星は同

NP0が全国各地で展開するさまざまなアウト

リーチに積極的に協力、参加している。同法人

はフりンジ演劇の普及と活性化をその活動目的

としており、2005年8月には法人格を取得した。

人材、ノウハウともに不足しがちな制作業務の

サポートのほか、舞台芸術のもつポテンシャル

の社会的有用性に着目し、舞台芸術に馴染みの

ない人たちを対象に演劇の要素を取り入れたさ

まざまなアウトリーチを展開している。ここで

は、そのなかからワークショップ「演劇で学ぼ

う!」について紹介する。

「演劇で学ぼう!」は、演劇を通して環境、

防災、防犯、算数、食育等を学ぶというワーク

ショップで、 FTPが小学生の総合学習や企業研

修のメニューとして全国各地で展開しているΠ。

3日間から5日間での実施が基本となってお

リ、 5日間で実施する場合(図4)は、まず1

日目に体操や発声などの基礎練習、演劇のテー

マにつぃてのディスカッションをおこなう。 2

日目は参加者がコミュニケーションのなかで物

語を想像しながら台本を作成し、 3日目から4

日目にかけてはチーム別、そして全体での稽古

をおこなう。そして最終日の5日目に発表をお

こない、その成果と反省をもとに取り組んだ

アートNP0とは、文化芸術振興を活動の主た

る目的とするNP0である。『愈TNPODATEBANK

200別によると、わが国で芸術文化を活動に含

むNP0の総数は2008年9月30日時点で3,551団体

となっており、47都道府県すべてに存在してい

る。

アートNP0の役割のひとつは、芸術家と行政

のつなぎ手(古賀、 200幻となることである。

つなぎ手力沫色対に必要ということではないが、

行政は平等の原則から特定の芸術のみに特化し

た支援をおこなうことができない。また、縦割

りと郷楡されるように、担当部署を横断して公

共課題に対処する経'験に慣れておらず、機動力

に欠ける側面がある。一方の芸術家は、創H乍者

としてのプライドや一方的な庇護を求める姿勢

が、時として協働の障壁となる。したがって、

両者を取り持つつなぎ手の存在が重要となるの

だ。つなぎ手としての機動力は、アートNP0に

おいて特に期待されるところであり、同時に

アートNP0の社会的存在価値を試されるところ

でもある。

またアートNP0は、文化芸術振興を活動の主

たる目的としている意味で、 4つの協働主体の

なかではもっとも専門性に長けた主体といえ

る。そして、その専門性は他の主体ヘのアイデ

アの提供や新たなパートナーの紹介、またはそ

の開拓といったかたちで発揮されることが期待

アートNP0の役割

トhttp:がWWW.fnnge、tp.neV参照。ほかにも、ワークシヨツプ受講者のナマΠ「NP0法人フりンジシアタープロジェクト」ウェブサイ

の声や映像などが公開されている。
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協働による地域文化政策
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テーマにつぃて再検証するというものだ。身体

表現を通して課題について深く学ぶというだけ

でなく、実社会において必要なコミュニケー

ションスキルをも鍛えることも到達目標のひと

つとしてぃる。また、こういった演劇ワーク

ショップをCSRに活用したい企業と、実施した

い学校のマッチングもあわせておこなうなど、

両者のコーディネーターとしての役割も担って

いる。

FTPのアウトリーチは、演劇のスキルを広く

社会に開放することで、外部からさまざまなレ

スポンスを獲得する可能性を広げている。特に、

劇団から経営を分離しNP0を組織したことで、

芸術団体である劇団に比ベ行政や学校、企業な

どとの協働がはかりゃすくなり、劇団衛星も

FTPを介することで他の主体との協働がはかり

やすくなっている。また、両者は事務所をシェ

アしており、例えば電話当番などでシナジー効

果を共有している。さらに、劇団員に演劇のス

キルによって収入を得る機会ももたらしてい

る。劇場に足を運んでもらうためにまず演劇を

後

き堅

ー゛,

牙拡,

図4 7ークショップ「演劇で学ぼう!」行程表

(出典:rNP0法人フりンジシアタープロジェクト」ウェブサイト)
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「知ってもらう」こと、そして「体感してもらう」

ことから始めている点が、 FTPのアウトリーチ

の大きな特徴である。

本節の第4パラグラフで、アートを専門とし

ないNP0との協働について論じたが、 FTPの事

例はその逆で、アートNP0が必ずしも文化芸術

とは関係のないところにアプローチを試みてい

る。アートNP0との協働をめざす主体は、こう

いった動きにも注目していく必要があるだろ
^

つ0

"芸術文化支援を意味するフランス語で、わが国では1990年の企業メセナ協議会設立に際し、企業市民としての自見に基づき社
会貢献の一環として企業が行う芸術文化支援をさす言葉として、一般に知られるようになった。

冨三鄭

4.6 企業の役割

企業と文化芸術の関わりと聞いて真っ先に思

いつくのが「メセナ川であり、企業の拠出す

るメセナ資金は地域文化を支える大事な要素で

ある。また、イベントなどの実行委員会に企業

の有識者が参加していることからもわかるよう

に、政策立案者としての役割を果たすこともあ

る。したがって、企業は予算・企画の両面で地

』
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メセナ活動で重視した点

設問項目

2
メセナプログラムや

対象の選定方法

3
支援先やパートナーの

選定基準

4
パートナーシップによる

メセナ活動の有無

最も多かった回答

地域文化の振興(61.3ツ。)

表3 企業のメセナに対する意識

5
パートナーシップを

組んだ相手

小山

支援対象力ちの直接要請(58.5ツ。)

健一

芸術的な質の高さ(53.0%)

域文化政策における協働主体となりうる。

その企業がメセナを通じて地域文化政策に果

たすべき役割は以下の2点に集約される。いず

れも社団法人企業メセナ協議会(2005)による

ものだが、]つめは、「支援分野の選択と集中」

である。前節でもふれたが、行政の公的支援は

平等の原則を前提としており、複数の客体に対

するサービス内容に合理的な範囲を超える差異

があってはならない。しかし、メセナにそのよ

うな制約はなく、本稿であれば演劇に特化して

集中的に支援するといったことも可能となる。

企業はみずからの社会的使命を追求する延長線

上でどういった芸術を支援するかを決定するわ

けだが、その結果、マイナーな芸術ジャンルに

も支援が向けられることも大いにあり得るの

だ。メセナは、行政の弱点を補完する機能をも

有している。 2つめは、「ビジネスマネジメント

スキルの提供」である。劇団やアートNP0は、

必ずしも十分なマネジメント・スキルを有して

いるとは限らない。そこで、広報・財務・法務

マーケティングなどのスキルを企業力斗尉共する

ことで、他の協働主体の健全な事業管理をサ

ポートするのである。以上の2点から、企業は

メセナを通じて行政、劇団、アートNP0のすべ

てに正の影響を及ぼす存在であることがわか

る。

表3は、社団法人企業メセナ協議会おこなっ

た「2008年度メセナ活動実態調査」をもとに、

メセナをおこなった企業460ネ士を対象におこ

なったアンケートのなかから、設問内容と最も

多かった回答を抜粋したものである。この表か

パートナーシップがあった(52.0%)

芸術家(65.3%)

6
メセナ活動に対する

社内理解の促進

設問項目

7
メセナ活動の

社外ヘの発信

8
メセナ活動を

何で評価するか

9

出典:社団法人企業メセナ協議会「2008年度メセナ活動実態調査」より抜粋

社内報や企業PR誌などで

活動を紹介(717%)

メセナ活動の評価項目

最も多かった回答

10

自社ホームページにて活動を紹介

(65.0%)

メセナ活動の目的

参加者・来場者の評価(633%)

らは、メセナは単なる芸術文化支援ではなく、

社会的な効用を重視していることがわかる。ま

た、行政と同様に、広報の供給媒体として機能

している点も興味深い。

一方、こういったメセナの性格から劇団が学

ぶべきことは多い。表3は、劇団が協働関係を

構築するためには、自己主張よりもまず社会貢

献を念頭に置かなければならない、ということ

をも示唆している。これは、本章第4節におけ

る筆者の指摘と重なるところである。

社会に対する効果・影響が

あったかどうか(76.4%)

社会貢献の一環として(92.0%)

5.まとめ

前章では、地域文化政策において4つの協働

主体が果たすべき役割について、演劇を題材に

考察してきた。本章では、それら4つの主体の

役割を総括する。表4は、前章において提示し

た各主体の役割をまとめたものである。また、

表中の矢印は、どの主体に影響を及ぼすかをあ

らわしている。

行政の役割は、税収の還元として予算措置を

おこない、また他の協働主体に公的なファク

ターの担い手として社会的信用を付与すること

である。予算措置においては、特に劇団の社会

貢献に対する意欲を見極めることが重要とな

る。また、協働におけるみずからの立ち位置や

スタンスを明示するほか、権限の留保の緩和や

行政区画内に限定されなしヰ見野をもつといった

自己改革に努めなければならない。首長のイン

センティブや条例の制定も、協働を増進する重



イテ政 ・予算措置

・ネ士会的信用度の付与

(→劇団、アートNPO、企業)
・首長のインセンティフ

・条例の制定

劇団

表4 協働よる文化政策における参加主体の役割

イ斐害1

協働による地域文化政策

アート

NPO

・スキルの開放

(→行政、アートNPO)
・文化以外の公共分野ヘの
アプローチ

企業

協働主体間のコーディネート

(→行政、劇団、企業)
専門性の発揮

・協働における立ち位置、スタンスの明示

・自己改革の推進

支援分野の選択と集中

(→行政、劇団、アートNPO)
マネジメント・スキルの提供

(→劇団、アートNPO)

要な要素となる。

劇団の役割は、演劇のスキルを広く開放する

ことである。行政主催のワークショップへの参

加や、アートNP0が実施するアウトリーチへの

協力、または自前のアウトリーチの展開など、

その方法はさまざまである。文化以外の公共分

野ヘのアプローチも、演劇のもつポテンシャル

の社会的有用性を立証する意味で必須である。

また、前章第6節で指摘したとおり、協働に参

画する劇団は自己主張より社会貢献を優先しな

けれぱならない。これは、行政やアートNPO、

企業が協働関係を構築するか否かの大きな判断

材料となる。劇団が存在しない地域において演

劇ヘの需要が生じた場合は、公立文化施設によ

る人材育成がより重要となる。

アートNP0の役割は、協働主体間のコーディ

ネート機能を果たすことである。このコーディ

ネート機能には、例えばメセナを志向する企業

にパートナーを紹介するといったことも含まれ

る。他にも、多方面における専門性の発揮は大

いに期待されるところである。また、アート

NP0が存在しない地域においては、他の主体は

非アート系NP0や域外のNP0との協働を模索す

ることとなるが、これについては先述した行政

の自己改革意識や、劇団の社会貢献意欲が協働

の成否の鍵となる。

企業の役割は、支援分野を選択し、集中的に

支援することである。本稿ではその支援分野を

自己主張より社会貢献

劇団が存在しない場合は、公立文化施設による人材
育成事業の役割がさらに重要となる。

留意事項

・アートNP0が存在しない場合は、他の協働主体が別
のNP0や域外のNP0に目を向ける必要がある。
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演劇と仮定しているが、演劇に限らず評価の定

まらないマイナーな芸術にスポットを当てるこ

とも、期待される役割のひとつである。また、

マネジメント・スキルの提供は、劇団やアート

NP0の健全な事業運営をサポートするものとな

る。

これまで、地域文化政策において協働主体が

果たすべき役割を、主体間の相互作用も含めて

明らかにしてきた。各々が協働主体として自覚

を深め、まずは思考錯誤でもいいから具体的な

アクションを起こし、協働を民活の実験の場、

実践の場として活用いくことが何よりも重要で

ある。

筆者作成

今後の展望と課題

文化芸術振興基本法はその前文附則におい

て、「文化芸術が心豊かな社会を形成するもの

である」としている一方、「その役割を果たす

ことができるような基盤の整備および環境の形

成は十分な状態にあるとはいえない」としてい

る。本稿で提起した「協働による地域文化政策」

は、このなかの基盤の整備にあたる部分である。

では、環境の形成という意味ではどうだろうか。

仮に基盤の整備が十分に行き渡ったとして、

人々は直ちに文化活動に取り組むだろうか。

現実問題として、わが国の労働環境を佑瞰す
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ると、仕事をもつ現役世代が文化活動に取り組

むこと白体、決して容易ではない。第1章で引

用した「文化に関する世論調査」によると、文

化芸術の鑑賞と活動の重要性については862%

の人が「大切である」と答えている一方、文化

芸術の創造経'験がある人は16.4%にとどまって

いる。演劇にいたってはわずかに0.6%である。

また、文化芸術をホールなどで直接鑑賞しな

かった理由については「時問がなかなかとれな

いから」が47.1%でトップとなっている。つまり、

創作どころか鑑賞すらままならないのが、日本

の文化芸術をとりまく現実なのである。サービ

ス残業の横行や不安定雇用の増加、核家族化の

進行による家事量の相対的な増加は、個人の文

化活動ヘの参加を妨げている要因と考えられ

る。そういった部分を国策としてどこまで突き

詰められるのか。同法制定の趣旨が今後改めて

問われることとなるだろう。「一部の人が文化

を所有し享受するのではなく、皆が日常的に文

化や芸術に関わりが持てる、そういうことにわ

れわれの力を注いでいきたい」(社団法人企業

メセナ協議会、 2005)とあるように、文化が限

られた属性の者にしか関わることのできないも

のである限り、「文化の日常化」は実現しえない。

最後に、今後の課題を示しておきたい。本稿

はけ捌動による地域文化政策」と題し、筆者の

活動フィールドである演劇を事例に考察をおこ

なった。したがって、演劇ならではの要素が多

分に含まれており、すべてが他の文化政策に援

用できるものば力由ではない。今後は、音楽や

美術といった他の芸術からのアプローチを試

み、別の角度からけ謝動による地域文化政策」

のあり方について老察を深めていきたい。また、

実際に協働する場合、本稿でとりあげた4者以

外が主体として加わることが想定される。例え

ぱ、地域の自治組織や商工会といったものがそ

うだ。無論、本稿で提起した地域文化政策は、

そういった主体が参画することを直ちに妨げる

ものでは決してない。むしろ、さまざまな組織

が協働に参画することによって、より良い地域

文化振興のあり方が示されることもあるだろ

う。この点についてもあわせて、今後の考察の

対象としていきたい。

小山 健一
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